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号

A
u
g
u
st

令
和
２
年

町
民
の
安
心
と
安
全
を
守
る
庁
舎
へ

新
庁
舎
・
防
災
拠
点
施
設
の
完
成
に
向
け
、
工
事
が
は
じ
ま
り
ま
す
！
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新
庁
舎
・
防
災
拠
点
施
設
の
実
施
設
計
が
ま
と
ま
り
ま
し
た

こ
れ
ま
で
の
経
緯

　
本
町
の
現
庁
舎
は
昭
和
36
年
に
建
設
さ
れ
、

58
年
が
経
過
し
、
建
物
の
老
朽
化
や
窓
口
の
分

散
・
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
等
が
大
き
な
課
題
と
な
っ

て
い
ま
す
。更
に
、大
規
模
地
震
の
際
に
は
倒
壊
・

崩
壊
す
る
危
険
性
が
高
く
、
行
政
機
能
そ
の
も

の
を
喪
失
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
諸
課
題
を
解
決
す
る
た
め
、
平
成

25
年
度
に
「
新
庁
舎
建
設
等
検
討
委
員
会
」

を
設
置
し
、
議
会
と
の
協
議
の
結
果
、
新
庁
舎

を
建
設
す
る
方
針
を
決
定
し
ま
し
た
。

　
平
成
30
年
度
に
は
、
住
民
座
談
会
や
住
民
ア

ン
ケ
ー
ト
等
の
意
見
を
踏
ま
え
、町
民
セ
ン
タ
ー

の
解
体
跡
地
を
建
設
予
定
地
と
す
る
「
新
庁
舎

建
設
基
本
計
画
」
を
策
定
し
て
い
ま
す
。

　
令
和
元
年
度
か
ら
は
、
町
民
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
や
意
見
交
換
会
の
開
催
な
ど
、
町
民
の
皆
さ

ま
か
ら
の
ご
意
見
を
い
た
だ
き
な
が
ら
「
基
本
・

実
施
設
計
」
の
検
討
を
進
め
て
き
ま
し
た
。

　
こ
の
た
び
、
新
し
い
庁
舎
及
び
防
災
拠
点
施

設
の
実
施
設
計
が
ま
と
ま
り
ま
し
た
の
で
、
そ

の
概
要
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　
現
在
、
町
民
セ
ン
タ
ー
解
体
撤
去
工
事
に
着

手
し
て
お
り
、
今
後
は
、
令
和
２
年
10
月
か
ら

予
定
し
て
い
る
新
庁
舎
等
建
設
工
事
の
着
工
に

向
け
、
工
事
発
注
手
続
き
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　
町
民
の
皆
さ
ま
に
は
、
工
事
完
了
ま
で
大
変

ご
不
便
を
お
か
け
い
た
し
ま
す
。
何
卒
、
ご
理

解
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

コ ン セ プ ト

新しい庁舎・防災拠点施設のデザイン

新庁舎等建設の基本理念新庁舎等建設の基本理念

町民の安心と
　　　安全を守る庁舎　
町民の安心と
　　　安全を守る庁舎　

～災害発生後に建物機能を維持する耐久性・安全性に優れた庁舎～
 ・新庁舎に防災拠点施設を併設し、災害対策機能を強化
～災害発生後に建物機能を維持する耐久性・安全性に優れた庁舎～
 ・新庁舎に防災拠点施設を併設し、災害対策機能を強化

～高齢者や障がい者を含めたすべての人にやさしい庁舎～
 ・来庁者に分かりやすく利便性に優れた動線・平面計画
～高齢者や障がい者を含めたすべての人にやさしい庁舎～
 ・来庁者に分かりやすく利便性に優れた動線・平面計画

～まちに賑わいを生み出す町民のための交流拠点となる庁舎～
 ・協働のまちづくりを象徴する、まちに開かれた交流スペースを計画
～まちに賑わいを生み出す町民のための交流拠点となる庁舎～
 ・協働のまちづくりを象徴する、まちに開かれた交流スペースを計画

～環境配慮手法の採用による省エネルギー性に優れた庁舎～
 ・太陽光＋蓄電池設備など、自然エネルギーを有効活用
～環境配慮手法の採用による省エネルギー性に優れた庁舎～
 ・太陽光＋蓄電池設備など、自然エネルギーを有効活用

～機能性や利便性、可変性に優れ既存施設との連携が可能な庁舎～
 ・既存施設（コミュニティセンター・別館）との連携を考慮した計画
～機能性や利便性、可変性に優れ既存施設との連携が可能な庁舎～
 ・既存施設（コミュニティセンター・別館）との連携を考慮した計画

町民に親しまれ、
　　利用しやすい庁舎　
町民に親しまれ、
　　利用しやすい庁舎　

賑わいを創出する庁舎賑わいを創出する庁舎

環境に配慮した庁舎環境に配慮した庁舎

事務効率の向上を
　目指した機能的な庁舎　
事務効率の向上を
　目指した機能的な庁舎　

設計の考え方設計の考え方

●松野町を象徴するデザイン
森の国松野町の地域産材を活用した長く町民に愛され、親しまれるシンボリックな外観・内観デザインとします。
　（　 建物構造材：松野町産材（杉）、内装仕上げ材：松野町産材（ヒノキ）　）
※木材は、吉野葛川地区町有林の主伐により調達し、主伐後は再造林（植林）による森林整備を進めます。
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建 物 の 配 置 計 画

建 物 の 計 画 概 要

●良好な街並み景観の創出 ●敷地内の歩車分離
多目的利用が可能な「にぎわい広
場」と「まちかど広場」を庁舎の
南側に計画します。
まちかど広場には高木とベンチを
配置し、誰もが気軽に利用できる町
民憩いのスペースを創出します。駐
車場南側にも植栽帯を計画し、緑豊
かなうるおいが感じられる景観を
形成します。

●安全性・利便性を徹底した駐車場
駐車場は一方通行とし、分かりやす
く安全な配置計画とします。
利用者の利便性を考慮し、車いす駐
車場を庁舎玄関付近に隣接させ、屋
根付きの車寄せスペースを計画し
ます。

●別棟との連携
新庁舎とコミュニティセンターや
車庫をつなぐ屋根付の連絡歩道の
建設や別館出入口と近い位置への
職員用出入口配置で施設の相互利
用・連携を重視した計画とします。

●駐車場の多目的利用
駐車場中央部の駐車区画止めブ
ロックの設置を取止めることにより、
イベント広場や災害活動スペース
（防災広場）としての利用が可能と
なります。

南側正面玄関前に誰もが安全に利
用できる、歩行者専用の「アプロー
チ通路」と「にぎわい広場」を配置
することで、敷地内の歩車分離を徹
底します。

●利便性に配慮した動線
３か所に出入口を設けることで利
用者と職員の利便性を高めます。
バス停をにぎわい広場西側の町道
付近へ移設することで、待合を兼ね
た新庁舎（交流スペース）の利用を
可能とします。

※新庁舎建設後、旧庁舎解体
　跡地に来庁者駐車場（30台）を整備

町民センター解体跡地に新庁舎・
防災拠点施設を建設

来庁者用出入口
職員用出入口

来庁者動線
職員動線

コミュニティセンター

コミュニティセンター
別館

新庁舎・
防災拠点施設

別館

新庁舎

防災拠点
施設

バス停を移設 まちかど広場

にぎわい
広場

職員駐車場（新設）

工事種別 新築工事
町民センター解体跡地
（松丸４５７番地１）
１階：鉄筋コンクリート
２階：木造
地上２階
１８２０㎡
２５５６㎡
新庁舎　　　 ：２０６６㎡
防災拠点施設 ：　４９０㎡

建設場所

構　　造
階　　数
建築面積

延床面積
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1 階 フ ロ ア 計 画

環 境 に や さ し い 庁 舎

災 害 に 強 い 庁 舎

●　太陽光発電+蓄電池
停電時でも電力供給が可能です。

●　耐震性能、浸水対策に優れた鉄筋コンクリート造（１階）
外壁は耐震壁とし、地震時の建物の揺れを抑えます。

●　木造化を推進する木構造（２階）
２階を木造とすることで建物の軽量化を図るとともに、
ＣＬＴ耐震パネルの活用により、耐震性を向上させます。

●　浸水・豪雨対策
新庁舎部分の敷地を最大 80 ㎝嵩上げします。非常用電源
や通信設備等の重要設備は、２階に配置します。

上記により、平時の脱炭素化と災害
時のエネルギー確保を図ります。

●　クール&ヒートピット

●　省エネ性の高い空調・照明設備
●　複層ガラス（高断熱・遮熱）
●　Nearly ZEB（ｾﾞﾌ ）゙の導入【中四国初】

外気利用し、省エネを図ります。

●視認性の高い窓口部門
１階執務室とＪＡ松野支
所の窓口は、来客用出入
口（玄関）・待合ロビーに
面して配置し、来庁者が
すぐに分かるような平面
計画とします。

●プライバシーを守る
相談室や打合せ室を奥まっ
た場所に配置するとともに、
防音仕様の相談室や仕切り
壁を設置したオープンカウン
ターなど、相談内容に応じ
た相談スペースを計画し、
プライバシーを守ります。

●多目的利用が可能な計画
防災研修室兼一時避難所は
移動間仕切りを使用し、平常
時は近接した交流スペース
や図書コーナー、学習スペー
スとの一体利用や会議室と
して有効活用を図ります。

●にぎわい広場
交流スペースや防災研修室
と一体的利用ができます。
災害時には防災活動スペー
スになります。

●ＪＡ松野支所の入居
町民の利便性向上のため、
新庁舎にＪＡ松野支所が
入居（移転）します。

●利便性の高い執務空間
町民の利用頻度が高い窓
口・部署を１階に集約し
て配置することで、利便
性と効率性を高めます。

●待合ロビー
キッズコーナーや授乳
室、ATMや自販機を設置
することで、有効的な時
間利用を可能とします。

●交流スペース
町民が気軽に集い、交流
を育むスペースを、にぎ
わい広場に面する南側に
配置します。交流スペー
スは、イベントや展示の
ほか、災害時の一次避難
所・災害活動スペースと
しても活用します。

新
庁
舎

防
災
拠
点
施
設

受水槽

書庫

教育長室
打合せ

出納室 相談室

相談室

ＪＡ松野支所

機械室

防災
倉庫

調理室
図書ｺｰﾅｰ
学習ｽﾍﾟｰｽ

防災研修室
一時避難所

にぎわい広場

警察官立寄所

待合ロビー

執務室

窓口カウンター

出入口
時間外窓口

宿直

ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

授乳室

キッズコーナー
交流スペース

ATM

打合せ

印刷
室
更衣室
更衣室

機
械
室

農
業
委
員
会

農
林
振
興
課

建
設
環
境
課

教
　
育
　
課

町
　
民
　
課

玄関

高効率空調 太陽光パネル+蓄電池
床吹き出し空調

自然換気窓

クール&ヒートピット（地熱の有効利用）

外気

複層ガラス
(Low-e)

高効率LED照明

～１階：利便性・機能性に優れた平面計画～

トイレ
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２ 階 フ ロ ア 計 画

建 て 替 え 計 画 ・ 今 後 の 流 れ

●空間構成

吹抜けを中心に執務エリ
ア・議場エリア・防災エリ
アを配置した、分かりやす
い空間構成とし、吹抜けに
よって、館内全体の視認性
を高めます。

●議場の多目的利用

議場は平土間形式や移動
型家具を採用することで、
大会議室やイベント会場
としての使用など、多目的
な利用を可能とします。
これまで町民センター２
階大会議室で開催してい
た成人式などの式典や講
演会、各種イベント会場と
しても利用できます。

●アクセスしやすい執務室

２階執務室は、１階からの
アクセスがしやすいよう
に階段やエレベーターか
ら分かりやすい配置計画
とします。

●可変性に優れた会議室

会議室は、移動間仕切壁で
間仕切ることにより、小会
議から中会議室としての
利用を可能とします。

●動線計画

吹抜けに面してエレベー
ター・階段・待合・窓口
部門執務室を１・２階に
集約配置した分かりやす
い動線計画とします。

●防災拠点施設の併設

災害時の拠点となる防災
拠点施設は南側１・２階
に集約配置し、防災安全
課を配置するとともに、
町長・副町長室を近接
配置することで、防災機
能・指揮系統をより強化
します。

～2階：機能性・災害対応に優れた平面計画～

① 町民センターの解体工事を
　 行います。

④ 新庁舎へ移転後、既存庁舎の
　 解体工事を行います。

⑤ 既存庁舎跡地に連絡通路及び
　 外構工事を行います。

② 町民センター解体跡地に
　 新庁舎の建設を行います。

③ 新庁舎完成後、既存庁舎から
　 新庁舎へ機能を移転します。

【Ｒ2.7月～ 9月】

【Ｒ4.2月～ 4月】 【Ｒ4.5 月～ 7月】

【Ｒ2.10月～Ｒ4.1月】 【Ｒ4.1月移転・
　Ｒ4.2月供用開始】

コミュニティ
センター

コミュニティ
センター

コミュニティ
センター

コミュニティ
センター

コミュニティ
センター

現庁舎

現庁舎

現庁舎 現庁舎
新庁舎

新庁舎 新庁舎

新庁舎

別館

別館 別館

別館 別館

解体工事

解体工事

新築工事

外構工事

車庫 町
民
セ
ン
タ
ー

①
Ｒ２年度

町民センター解体

新築工事

既存庁舎解体

外構工事

新庁舎供用開始

Ｒ３年度 Ｒ４年度

②
③
④
⑤

新
庁
舎

防
災
拠
点
施
設

非常用発電
設備

受変電設備

倉庫
議場兼
大会議室

エレベーター
ふるさと創生課
総務課

議員控室
兼図書室

会議室

会議室

応接室

町長室

防災安全課
執務室
災害対策
本部室

倉庫

仮眠・
休憩室

通信室
電算室

副町長
室

執務室

議
長
室

議
会
事
務
局

監
査
員
室

機
械
室

相
談
室

ト
イ
レ
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　令和２年第２回松野町議会定例会が、６月15日に招集され、18日に提出議案などが審議されまし
た。主な内容は、次のとおりです。

報告
　　　鬼北土地開発公社に関する報告について
　　　株式会社まちづくり松野に関する報告について
　　　株式会社松野町農林公社に関する報告について
　　　令和元年度松野町一般会計繰越明許費繰越計算書について
　　　令和元年度松野町一般会計事故繰越し繰越計算書について

承認
　　　専決処分の承認について（令和２年度松野町住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号））
　　　▼いずれも原案どおり承認されました。

議案
　　　松野町防災会議条例の一部改正について
　　　松野町固定資産評価審査委員会条例の一部改正について
　　　松野町税条例の一部改正について
　　　松野町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について
　　　松野町介護保険条例の一部改正について
　　　辺地に係る総合整備計画の策定について
　　　動産の買入れについて
　　　令和２年度松野町一般会計補正予算（第３号）
　　　▼いずれも原案どおり可決されました。

選挙
　　　松野町選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙について
　　　▼議長推薦により選挙管理委員に岡本　雄作氏、今泉　哲男氏、毛利　恭子氏、長谷　信昭氏

選挙管理委員補充員に岡村　雅人氏、大内　義昭氏、山石　恭助氏、太田　博子氏が当選し
ました。

その他
　　　議会運営委員会の閉会中の継続調査の件
　　　▼いずれも原案どおり可決されました。

主な補正予算
令和２年度松野町一般会計補正予算（第３号）
補正額：１億９千355万５千円（補正後の予算総額：41億１千437万６千円）
人件費
　人事異動、昇格及び退職に伴う調整により、総額で 367万 3千円を減額。
総務費
　企画費に、一般財団法人自治総合センター助成事業助成金の内示を受け、目黒部落における、消火
栓用ホース等防災資機材整備事業に対する、コミュニティ助成事業助成金 200万円を追加。庁舎建設
費には、新庁舎建設事業における、庁舎の地盤改良・基礎躯体工事等の工事請負費等合計で、１億６
千 229万３千円を計上。
民生費
　児童福祉総務費に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている子育て世帯の生活を支援するこ
とを目的として、０歳から高校３年生までの子ども１人あたり２万円の給付金を支給する、子育て世
帯への支援対策給付金 840万円を追加するほか、関連する事務費を計上。

令和２年第２回　松野町議会定例会
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商工費
　観光費に農業公園トマトハウス施設内の温度管理を自動で行うための統合環境制御盤及び日射セン
サー等により自動給液される養液制御盤の経年劣化に伴う設備の改修を行うため、工事請負費 228万
８千円を計上。
教育費
　事務局費に、災害発生時において、子どもたちが自ら考え行動し、自分の命は自分で守る自助の力
を養うことを目的として、小・中学校及び保育園が連携を図り、避難訓練や防災教育等を実施するた
めの経費、合計で 50 万円を追加するほか、ＩＣＴ教育事業の実施に伴い、ＩＣＴ教育基盤の構築及び支
援を目的として、地域おこし協力隊を導入するための経費合計で220万円を追加。
　さらに教育振興費には、教育現場におけるＩＣＴ技術を活用した学びの多角化、プログラミング教
育の開始等、子どもたちへの公正に個別最適化され、創造性を育む教育の実現に向けた国のギガ
（ＧＩＧＡ）スクール構想に基づき、児童生徒向けに１人１台のタブレット端末を整備するほか、家庭
でも繋がる通信環境の整備を図るための経費として、小学校教育振興費に１千 269万６千円、中学校
教育振興費に５６５万円をそれぞれ追加。
　また、文化振興費には、新型コロナウイルスからの経済回復を見据えて、本町の関係人口及び交流
人口の拡大を目指すとともに、地域活性化を図るため、町の資源のひとつである「俳句文学」の視点から、
町の魅力を電波放送を通して県内に広く発信するため、俳句番組制作委託料 165万円を計上。

一般質問

一
般
質
問

近
藤
　
由
美
子
　
議
員

○　
新
た
な
価
値
観
に
即
応
し
た
独
自
の
ま
ち
づ
く
り
に

つ
い
て

町
長
答
弁

　
今
回
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
世
界
的
な
蔓

延
と
、そ
れ
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
深
刻
な
被
害
は
、

世
界
史
の
年
表
に
も
載
る
よ
う
な
イ
ン
パ
ク
ト
の
大
き
な

出
来
事
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
本
町
で
は
、
幸
い
な
こ

と
に
現
在
ま
で
感
染
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
目
に

見
え
な
い
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
大
き
く
振
り
回
さ
れ

た
こ
こ
半
年
間
の
経
験
は
、
今
後
の
松
野
の
暮
ら
し
に
も

大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
も
の
と
予
測
し
て
い
ま
す
。

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
制
圧
す
る
た
め
に
は

ワ
ク
チ
ン
や
治
療
薬
の
開
発
が
必
須
で
、
終
息
に
は
ま
だ

ま
だ
時
間
を
要
す
る
と
予
測
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
制
圧

す
る
ま
で
の
間
、
私
た
ち
は
生
活
様
式
を
柔
軟
に
変
化
さ

せ
な
が
ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
脅
威
と
う

ま
く
付
き
合
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
言
い
換

え
れ
ば
、
感
染
症
の
防
止
対
策
に
全
力
で
取
り
組
み
な
が

ら
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
っ
て
露
見
し
た
現
代
社

会
の
矛
盾
や
課
題
を
精
査
し
、
教
訓
と
し
て
ま
ち
づ
く
り

に
活
か
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
そ
れ
で
は
、
行
政
の
分
野
ご
と
に
、
そ
の
影
響
と
対
策

に
つ
い
て
、
現
在
想
定
し
て
い
る
範
囲
で
私
の
考
え
を
申

し
上
げ
ま
す
。

　
ま
ず
、
今
回
一
番
影
響
を
受
け
た
教
育
の
分
野
で
は
、

学
校
の
長
期
休
業
に
よ
り
児
童
生
徒
の
学
習
機
会
が
減
少

し
、
地
域
間
あ
る
い
は
年
代
間
で
の
不
均
衡
、
不
公
平
が

生
じ
て
い
る
と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
対
策
と
し

て
は
、Ｉ
Ｃ
Ｔ
技
術
の
導
入
に
よ
る
オ
ン
ラ
イ
ン
教
育
の

実
施
が
有
効
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

次
の
加
藤
議
員
の
一
般
質
問
に
お
い
て
具
体
的
に
方
針
を

問
わ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
こ
で
答
弁
を
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　
ま
た
、
感
染
防
止
の
た
め
、
ス
ポ
ー
ツ
や
芸
術
文
化
の

大
会
や
イ
ベ
ン
ト
が
軒
並
み
中
止
に
な
り
、
情
熱
を
注
い

で
懸
命
に
練
習
を
し
て
き
た
児
童
生
徒
を
、
大
き
く
落
胆

さ
せ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
部
活
動
な
ど
で
得
ら
れ
た
友
情

や
感
動
は
一
生
の
宝
物
と
言
え
ま
す
が
、
こ
れ
は
リ
モ
ー

ト
や
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
の
世
界
で
は
な
か
な
か
実
体
験
で
き

ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
先
、
中
学
生
や
高
校
生
が
高
い
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
を
持
っ
て
部
活
動
や
体
験
学
習
に
取
り
組
ん

で
い
け
る
よ
う
に
、
代
替
手
段
の
確
保
を
含
め
て
、
教
育

行
政
の
中
で
ど
の
よ
う
な
支
援
が
で
き
る
の
か
を
検
討
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
併
せ
て
、
生
活
が
困
窮
し
、
就
学
に
支
障
を
き
た
し
て

い
る
す
べ
て
の
若
者
が
、
そ
の
能
力
と
意
欲
に
合
っ
た
高

等
教
育
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
例
え
ば
給
付
型
の
奨
学
金

制
度
の
設
立
や
子
育
て
支
援
金
の
拡
充
な
ど
、
次
代
を
担

う
人
材
の
育
成
支
援
と
保
護
者
の
負
担
軽
減
に
努
め
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。

　
次
に
、
医
療
・
福
祉
分
野
で
は
、
全
国
各
地
で
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
患
者
の
治
療
に
あ
た
っ
て
い
る
医

療
従
事
者
の
献
身
的
な
奮
闘
ぶ
り
が
報
道
さ
れ
、
感
謝
と

敬
意
の
想
い
が
数
多
く
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
医
療
崩
壊
を

何
と
か
踏
み
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
は
、
医
療
従
事
者
の
皆

さ
ん
の
わ
が
身
を
顧
み
な
い
崇
高
な
使
命
感
が
あ
っ
て
の

こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　
一
方
で
、
本
町
の
中
央
診
療
所
は
、
感
染
症
治
療
の
た

め
の
病
床
が
な
く
、
仮
に
町
内
で
感
染
症
患
者
が
発
生
し

て
も
、
町
外
の
感
染
症
指
定
病
院
で
受
け
入
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、
中
央
診
療
所
の
役
割
と
し
て
は

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
と
連
携
し
て
、
か
か
り
つ
け
医

と
し
て
町
民
の
皆
さ
ん
の
健
康
状
態
を
日
頃
か
ら
把
握
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Informationお し ら せ

松野町長選挙　【投票日時】１１月１５日（日）７：００～２０：００

令和２年度土砂災害防止に関する作品（絵画、作文）の募集について

　任期満了に伴う松野町長選挙の選挙期日が、次のとおり決定しましたので、お知らせします。

選挙期日　　令和２年 11月 15日㈰
告 示 日　　令和２年 11月 10日㈫
投票できる人
　平成 14 年 11 月 16 日までに生まれた人で、令和２年８月９日までに松野町に住民登録をし、引き続き
３か月以上町内に居住している人。
　ただし、投票日当日までに町外へ転出された人は投票できません。
入 場 券
　告示日以降に皆さんの投票所をお知らせする入場券をハガキで郵送しますので、投票所へお持ちください。
　なお、入場券がなくても投票資格があれば投票できます。投票所で申し出てください。
期日前投票
　投票日に仕事や冠婚葬祭、旅行やレジャーなどで
投票区域外へ出かける人や、治療･出産などのため
歩行や外出が困難になると予測される人は期日前
投票ができます。

○期　　間：11月 11日㈬～ 14日㈯までの４日間
○投票時間：８：30～ 20：00
○場　　所：コミュニティセンター１階ロビー

【問い合わせ先】　松野町選挙管理委員会　☎４２－１１１１

　県では小・中学生を対象に、土砂災害防止についての理解と関心を深めてもらうための絵画・作文を募
集しています。
【絵　　　画】
　土砂災害防止に関する絵画（絵画・版画・貼絵・ポスターなど）
　作品の大きさ、画材は自由です。
【作　　　文】
　400字詰め原稿用紙５枚程度（ただし、小学校低学年（１～３
年生）は２枚程度、小学校高学年（４～６年生）は４枚程度、中学生
は５枚程度とします。）
【募集締 切】
　令和２年９月 15日㈫　必着
【応募方法等】
　応募要領（県ＨＰ）をご参照ください。
　 （https://www.pref.ehime.jp/h40700/5743/kaiga/kaigar2/kaiga-boshuu.html）
【問い合わせ先】　県土木部河川港湾局砂防課　　☎０８９－９１２－２７００

立候補予定者説明会
日　時　　10月 16日㈮　13：30～
会　場　　コミュニティセンター１階
　　　　　屋内スポーツ広場
出席者　　立候補予定者及び関係者
　　　　　 （予定者１名につき、３名以内）
立候補受付
日　時　　11月 10日㈫　８：30～ 17：00
会　場　　コミュニティセンター１階
　　　　　屋内スポーツ広場
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Informationお し ら せ

戦没者遺児の皆さんへ
令和２年度政府補助事業　戦没者遺児による慰霊友好親善事業への参加募集のご案内
　日本遺族会は、「戦没者遺児による慰霊友好親善事業」の参加者を募集しています。
　この事業は、厚生労働省から補助を受け実施しており、先の大戦で父等を亡くした戦没者の遺児を対象
として、父等の戦没した旧戦域を訪れ、慰霊追悼を実施するとともに、同地域の住民と友好親善をはかる
ことを目的としています。
　参加費として 10万円の負担が必要です。令和元年度参加者以外は、複数回の応募ができます。付添いを
希望される方はご相談ください。なお、参加者の高齢化を考慮して看護師が同行する予定です。
　日程等の詳細は、日本遺族会事務局（☎０３－３２６１－５５２１）へお問い合わせください。
　参加を希望される方は、愛媛県遺族会（☎０８９－９２４－８９６５）へお申し込みください。

不妊専門相談センター事業についてのお知らせ
　 「愛媛県心と体の健康センター」では、不妊治療をはじめとする不妊に関する様々な悩みについて、専
門の医師等が電話や面談で気軽に相談に応じてくれます。悩みを抱え込まず、まずは専門家に相談してみ
ましょう。

　【問い合わせ先】
　県総合保健福祉センター１階（松山市本町７丁目２）
　不妊専門相談センター専用ダイヤル　☎０８９－９２７－７１１７（相談無料）

相談員：不妊相談アドバイザー医師及び助産師
実施日時：月１回（完全予約制）原則第４月曜日
・助産師による相談　９：00～ 12：00
・医師による相談　　13：30～ 16：30
※　予約は毎週水曜日の 13：00～ 16：00に専用ダイヤルで受け付ける。

相談員：保健師等
実施日時：毎週水曜日　13：00～ 16：00

面接相談

電話相談

○ 広域地域

Ｒ２.８.24 ～９.１

Ｒ２.９.１～９.10

Ｒ２.９.９～９.18

Ｒ２.９.29 ～ 10.８

Ｒ２.10.10 ～ 10.16

Ｒ２.10.10 ～ 10.16

Ｒ２.10.21 ～ 10.28

Ｒ２.11.６～ 11.13

実　施　時　期 申込締切

８泊９日

９泊 10日

９泊 10日

９泊 10日

６泊７日

６泊７日

７泊８日

７泊８日

１

２

３

４

５

６

７

８

Ｒ２.６.22

Ｒ２.６.26

Ｒ２.７.15

Ｒ２.７.21

Ｒ２.８.３

Ｒ２.８.３

Ｒ２.８.12

Ｒ２.８.28

　　 実 施 地 域

旧ソ連

旧満州

西部ニューギニア

ボルネオ・マレー半島

トラック諸島

パラオ諸島

ソロモン諸島

フィリピン（１次）

Ｒ２.11.18 ～ 11.24

Ｒ２.11.27 ～ 12.５

Ｒ２.12.15 ～ 12.22

Ｒ２.12.15 ～ 12.22

Ｒ３.２.１～２.７

Ｒ３.３.６～３.14

Ｒ３.３.12 ～３.19

Ｒ３.３.22 ～３.30

実　施　時　期 申込締切

６泊７日

８泊９日

７泊８日

７泊８日

６泊７日

８泊９日

７泊８日

８泊９日

９

10

11

12

13

14

15

16

Ｒ２.９.９

Ｒ２.９.18

Ｒ２.10.６

Ｒ２.10.６

Ｒ２.11.23

Ｒ２.11.６

Ｒ３.１.８

Ｒ３.１.12

　　 実 施 地 域

マリアナ諸島

ミャンマー・タイ

東部ニューギニア

ビスマーク諸島

台湾・バシー海峡

マーシャル諸島

フィリピン（２次）

中国

○ 特定地域

Ｒ３.１.15 ～１.24

Ｒ３.２.10 ～２.17

実　施　時　期 申込締切

９泊10日

７泊８日

１

２

Ｒ２.11.６

Ｒ２.12.２

　　 実 施 地 域

西部ニューギニア

東部ニューギニア

Ｒ３.２.24 ～３.４

実　施　時　期 申込締切

８泊９日３ Ｒ２.12.16

　　 実 施 地 域

ミャンマー
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Informationお し ら せ

各　種　自　衛　官　募　集
　自衛隊宇和島地域事務所では、下記のとおり各種自衛官を募集しています。

【受 付 期 間】　７月１日㈬～９月 10日㈭　（自衛官候補生は９月８日㈫まで）
【問い合わせ先】　自衛隊宇和島地域事務所（宇和島地方合同庁舎１階）　☎・FAX２３ー５４３１

【問い合わせ先】　宇和島年金事務所　☎２２－５５６９（予約相談を受け付けています。）
　　　　　　　　町民課　☎４２－１１１３

年金の疑問にお答えします！
Ｑ１　将来、年金は本当に受け取ることができるの？ 
Ａ　はい、もらえます。将来にわたって、持続的で安心できる制度とするための年金財政の仕組みが導入
されています。 

Ｑ２　年金は、年をとってからの保証だけなの？ 
Ａ　障害や遺族に対する補償もあります。国民年金加入中に病気やケガで障害を負うなど、一定の障害の
状態にある間は「障害基礎年金」が、また、万一ご本人が亡くなったときは、残された子や子のある配
偶者に「遺族基礎年金」が支払われます。 

Ｑ３　保険料を払う余裕がないときでも必ず払わないとだめなの？ 
Ａ　20 歳以上 60 歳未満の方（注）は納付する必要があります。ただし、経済的に納付が困難な方は、
納付免除、納付猶予、学生納付特例制度等があります。 

（注）厚生年金保険等に加入されている方、その方に扶養されている配偶者の方は、国民年金保険料を支
払う必要はありません。

メリット
○　生涯にわたって受け取れます。 
○　物価変動などの経済変化に対応
しています。 
○　国民年金保険料の納付免除・猶
予制度があります。
※　所得などの一定条件を満たす必
要があります。

①男子
　９月 16日㈬～ 17日㈭
　９月 25日㈮
　 （高卒見込みの方を含む） 陸上自衛隊　松山駐屯地18歳以上 33歳未満

18歳以上 33歳未満

海自 : 高卒（見込み含む）で 23歳未満
空自 : 高卒（見込み含む）で 21歳未満

自衛官候補生
（任期制自衛官）

一般曹候補生

航空学生
（海自･空自パイロット）

募　集　種　目 受　験　資　格 試　　験　　日 試　験　地

宇和島市立明倫公民館

松山市青少年センター

松山市青少年センター

いずれか
１日

②女子
　９月 24日㈭
　 （高卒見込みの方を含む）
①９月 19日㈯
②９月 18日㈮及び
　　　　20 日㈰

　９月 22日㈫（祝日）

これだけは知ってほしい

国民年金は“想定外のリスク”に対応できる「国の保険」です国民年金は“想定外のリスク”に対応できる「国の保険」です
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歯周疾患検診を受けよう！
　町では、今年度から、宇和島市と北宇和郡内の町指定歯科医療機関で、歯周疾患検診を開始します。
　歯を失う原因のほとんどがむし歯と歯周病です。また、口と全身の健康には深い関係があります。いつ
までも自分の歯で食べることができるよう、そして健康を維持するために、年に１度は口の中の健康状態
を確認しましょう！
対象者
１　松野町に住民登録をしている 19～ 74歳の方（年度末年齢）
　　【昭和 21年４月１日から平成 14年３月 31日生まれ】
※　年度末年齢75歳の方（昭和20年４月１日から昭和21年３月31日生まれ）は、75歳になった時点で、
愛媛県後期高齢者医療連合が実施する歯科口腔健診の受診対象となります。（広報まつの６月号で、お
知らせしています。）

　２　現在、治療中の方は、歯周疾患検診の対象外です。
検診料　無料
　（ただし、歯周疾患検診に係る費用は町が負担しますが、追加で検査をされる場合は、追加分は自己負担
となります。）
受診期間　令和３年２月末まで
受診回数　同一人について、１年度１回限り
受診方法
　指定歯科医療機関に、「歯周疾患検診」受診希望を伝えて、予約をしてください。
　指定歯科医療機関窓口にて、「歯周疾患検診に関する同意書」「松野町歯周疾患検診受診票」に必要事項
を記入して、受診してください。（検診に必要な書類は、指定歯科医療機関に用意してあります。）
持参物　本人と年齢確認のため、必ず「健康保険証」をお持ちください。
【問い合わせ先】　保健センター　管理栄養士・保健師まで　☎４２－０７０８

指定歯科医療機関一覧
　　　　　　　　　北　宇　和　郡
山本歯科医院（松野町松丸）　　　　　☎42－1722
石野歯科医院（鬼北町近永）　　　　　☎45－2001
ささき歯科医院（鬼北町近永）　　　　☎45－2060
　　　　　　　　　宇　和　島　市
清岡歯科クリニック（三間町迫目）　　☎58－4412
岡本歯科医院（吉田町立間尻）　　　　☎52－3337
みやたに歯科医院（吉田町西小路）　　☎52－1005
岡村歯科医院（津島町岩松）　　　　　☎32－5050
国松歯科医院（津島町岩松）　　　　　☎32－2008
なかむら歯科（津島町岩松）　　　　　☎32－6292
いわむら歯科医院（堀端町）　　　　　☎22－2304
岡森歯科医院（住吉町）　　　　　　　☎23－4181
久保歯科医院（丸之内）　　　　　　　☎22－1217
小浦歯科医院（御幸町）　　　　　　　☎23－8011
佐々木歯科医院（川内）　　　　　　　☎22－3433
末広歯科医院（丸穂町）　　　　　　　☎20－1112
なかお歯科クリニック（保田）　　　　☎27－2118
二宮歯科医院（築地町）　　　　　　　☎24－6171
番城歯科クリニック（川内）　　　　　☎23－2860
松沢歯科医院（鶴島町）　　　　　　　☎22－2757
睦美歯科医院（恵美須町）　　　　　　☎25－2323
山上歯科医院（寿町）　　　　　　　　☎23－4182
百合田歯科医院（伊吹町）　　　　　　☎22－6480

芝歯科医院（松野町松丸）　　　　　　☎42－0013
旭川荘南愛媛病院（鬼北町永野市）　　☎45－1101
きほくの里歯科医院（鬼北町近永）　　☎20－6480
福河歯科医院（鬼北町下鍵山）　　　　☎44－3030

やくしじ歯科医院（三間町務田）　　　☎20－7505
宇和島市立吉田病院（吉田町北小路）　☎52－0611
保田歯科医院（吉田町本町）　　　　　☎52－4111
口羽歯科医院（津島町高田）　　　　　☎32－5515
田中歯科医院（津島町岩松）　　　　　☎32－2414
青野歯科クリニック（保手）　　　　　☎22－2588
上田歯科クリニック（愛宕町）　　　　☎22－3409
かしま歯科医院（寿町）　　　　　　　☎25－8181
河野歯科医院（新町）　　　　　　　　☎24－2266
櫻井歯科医院（新町）　　　　　　　　☎25－6630
霜村歯科医院（和霊元町）　　　　　　☎22－8405
竹内歯科（和霊元町）　　　　　　　　☎25－5200
永木歯科医院（中央町）　　　　　　　☎24－5166
林歯科医院（錦町）　　　　　　　　　☎22－0962
ますだ歯科医院（栄町港）　　　　　　☎23－2255
松田歯科医院（丸之内）　　　　　　　☎25－7850
もりもと歯科（恵美須町）　　　　　　☎22－4001
山本歯科医院（中央町）　　　　　　　☎22－1505
吉田歯科（夏目町）　　　　　　　　　☎22－3418
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腰痛について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央診療所リハビリテーション科
　国民の 80％が、一生に一度は腰の痛みを経験しています。男性では最も多く、女性では２番目に多い訴
えです。腰痛のうち、レントゲン写真やＭＲＩ画像などで原因部位がはっきりしている腰痛を特異的腰痛
といいます。具体的には、脊髄分離すべり症、椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄症等があります。このような時は、
痛くても無理に運動することはせず、安静や医師の指示に従う必要があります。腰痛のうち、ぎっくり腰
のように原因がはっきりしない腰痛を非特異的腰痛といいます。このような時は、動けるようになったら
徐々に動くことが良いとされています。ただし、この時も医師の指示に従って行うようにしてください。
過度の不安や安静は腰痛を長引かせ、再発
の原因にもなると言われています。

腰痛のセルフチェック
安静時のチェック☑

□　横向きで寝ていても腰が痛む
□　腰の痛みがお尻から膝下まである　　　　　　

運動時のチェック☑

□　痛くて、腰を後ろに反らすことがほとんどできない
□　後ろに反らすことができるが、痛みが出る
□　前屈を繰り返すと痛みや不快感が出る
　　　　　　
普段の姿勢も大切！！
　腰痛防止には、普段の姿勢も大切です。椅子に浅く
腰かけた状態で背もたれに寄りかかったり、猫背の姿
勢でいたりすると、腰に負担をかけることになります。
身体に対して、適切な座り方をマスターしましょう。

　　引用文献 1：笑顔をあきらめない：日本理学療法士協会
　　引用文献 2：理学療法ハンドブックシリーズ腰痛：
　　　　　　　　日本理学療法士協会

緊急でない受診・お問い合わせは診療時間内にお願いします
～中央診療所の外来診療時間～

受付時間　８：００～１１：３０　１３：００～１７：００　
診療時間　９：００～１２：００　１４：００～１７：１５
　○土・日・祝祭日・年末年始は休診です。
　  （開業医、休日当番医をご確認ください。）
　※　毎週火曜日・水曜日、８月 13日㈭、14日㈮、21日㈮、28日㈮は、
　　医師１名での診療となります。

～出張診療所の外来診療日・時間～
目黒診療所８月６日㈭・吉野診療所８月 13日㈭・谷口診療所８月 20日㈭
受付時間　13：00～ 16：00　診療時間　13：30～ 16：30　※都合により変更する場合があります。

看護師・看護助手緊急募集中　【問い合わせ先】　中央診療所　☎４２－０７０７

医療 ・ 保健福祉情報コーナー
暮らしに役立つ

どちらかに該当する場合は、整形外科の受診をおすすめします。

・すべてに該当する場合は、整形外科の受診
　をおすすめします。
・いずれかに該当する場合、専門家に相談で
　きる環境があるとベストです。

※　曲げたときに痛いか、伸ばした時に痛いかチェックしましょう
腰を曲げて痛い場合　→腰を伸ばす運動
腰を伸ばして痛い場合→腰を曲げる運動

腰の運動　 ＋　 腰の運動　 が効果的

頭は骨盤の真上にくる

耳と肩が一直線上に
なるように

肩の力を抜く

骨盤が立つように
背筋は自然に伸ばす

あごを軽く引く

軽く胸を張り、肩が
前に入らないように

体幹の軸は
まっすぐに保つ
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子育て世帯の皆さまへ
　新型コロナウイルス感染症が、世界中で猛威を振るっています。松野町では、今のところ感染事例はあ
りませんが、経済活動の低下など各方面に影響が広がっていて、町民生活に暗い影を落としています。
　教育・子育ての分野でも、小中高等学校の臨時休業中は、児童生徒が家庭に閉じこもって過ごす時間が
長くなったことから、保護者やご家族の皆さまのご負担、ご苦労も大きくなったことと存じます。
　このため、子育て世帯の経済的負担を少しでも軽減したく「森の国子育て応援金」を創設することとし
ました。該当の皆さまには、ぜひご活用いただきますようお願いいたします。
　新型コロナウイルス感染症の終息には、まだまだ時間を要すると思われます。この困難な時期を、松野
の未来を担う子どもたちが安心して安全に乗り越えることができますように、一人ひとりに寄り添った施
策をこれからも実現してまいりますので、どうぞご理解、ご協力をお願い申し上げます。

　令和２年７月吉日　

森の国子育て応援金のおしらせ
　町では、新型コロナウイルス感染症の拡大により、生活への影響が大きいと考えられる子育て世帯を支
援するため、高校３年生までの児童１人につき２万円を支給します。
対象児童
　以下の条件を全て満たす児童です。
　⑴　18歳に達する日以降最初の３月 31日までにある方（施設入所児童を除く）
　⑵　松野町に住所を有する方（令和２年５月 31日時点）
　※　学校に通っている、又は就職している等の条件はありません。
手続き
　原則申請は不要です。対象者の方には別途詳細のお知らせを送付しています。
支給方法
　特別定額給付金と同じ口座（世帯主の口座）に振込みます。
支給日
　８月31日
　【問い合わせ先】　町民課　児童福祉係　☎４２－１１１３

松野町子育て世帯への支援対策給付金

　町政などに対するご意見・ご要望は、総務課までお寄せください。
 【提出・問い合わせ先】
　〒７９８－２１９２　愛媛県北宇和郡松野町大字松丸３４３
　松野町役場　総務課　☎42－１１１１　m-soumu@town.matsuno.ehime.jp

　町公式ホームページ内の 「ようこそ町長
の部屋へ」 では、 町長のコラムを毎週更新
しています。 
　ぜひ、 ご覧ください。 

ようこそ
 町長の部屋へ
  ～ 松野の将来を語る ～

松野町長  坂本   浩

皆さんの声を聞かせてください
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臨時特別給付金のお知らせ
　新型コロナウイルス感染症対策として、低所得のひとり親世帯を支援します！
基本給付：児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等の方への給付
追加給付：新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
　　　　　収入が減少している方への給付
※　現在、児童扶養手当を受給していない方も対象となる場合がありますので、
　町民課又は県庁子育て支援課へお問い合わせください。
※　児童扶養手当を受給しているひとり親世帯の方へは、別途ご案内します。

児童扶養手当について
　父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭（ひとり親家庭）
の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当
です。
１　支給要件
　児童（18 歳に達する日以後、最初の３月 31 日までの方）を監護している父又は母（父の場合は、
生計を同じくしていることが必要）若しくは父母に代わってその児童を養育（その児童と同居して、
監護し、生計を維持すること）している方（養育者）です。
　婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある等、場合によっては手当を受けるこ
とができません。
２　手当額（令和２年４月～）
　月額　１０,１８０円～４３,１６０円
　児童が複数人いる場合は、３,０６０円～１０,１９０円の加算があります。 　　　　
３　所得の制限
　請求者（受給者）の方の前年分の所得が一定額以上である場合は、その年度の手当の一部又は全部
が支給停止になります。

医療助成について
　町では、ひとり親家庭に対する経済的支援として、保険診療に伴う医療費の自己負担分を町が助成
する「ひとり親家庭医療費助成」を実施しています。
１　対象者
　⑴　20歳未満の子を扶養している配偶者のない方
　⑵　上記⑴に扶養されている 20歳未満の就職や結婚をしていない子ども
　※　個々の状況により、20歳以上の子どもでも対象となる場合があります。
２　所得制限
　ひとり親家庭の親が、所得税非課税であること。ただし、所得税の年少扶養控除廃止等による調整
を行うため、所得税課税でも対象となる場合があります。
※　令和２年度の税額が確定されることに伴い、昨年度対象外であったとしても、今年度は対象に
なることもありますので、気になる方はご相談ください。

　詳しくは、お問い合わせください。

ひとり親家庭の皆さんへ

厚生労働省ＨＰ

【問い合わせ先】　町民課　児童福祉係　☎４２－１１１３



8月の森の国行事予定表

古 紙
月

火

水

木

金

 

 延野々・豊岡・富岡・上家地・目黒

 松丸・吉野・蕨生・奥野川

 

 ※上 家 地…第２火曜日
 ※吉野葛川地区…第１木曜日

月

火

水

木

金

 松丸・吉野・蕨生・奥野川

 

 延野々・豊岡・富岡・上家地・目黒

 ※上 家 地…第１・第３金曜日
 ※吉野葛川地区…第２・第４月曜日

不 燃 物 資 源

月

火

水

木

金

 

 町内全域

 

 

 ※上 家 地…第２・第４水曜日
 ※吉野葛川地区…第１・第３水曜日

ＰＥＴボトル びん・かん

混ぜればゴミ！
分ければ資源！

ゴミの減量化に
ご協力ください！

ごみ収集日程表
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月
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水
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 延野々・豊岡・富岡・上家地・目黒

 松丸・吉野・蕨生・奥野川

 延野々・豊岡・富岡・上家地・目黒

 松丸・吉野・蕨生・奥野川

 ※吉野葛川地区…毎週火曜日

※休日当番医は、変更になることがありますので、新聞や電話等で確認し、
　事前に症状を説明し受診しましょう。
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予　　定 休 日 当 番 医日
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

曜
日

土

日

月

火　

水　乳がんマンモグラフィ検診／保健センター（午前・午後）「骨量測定あり」

木

金　小中学校修了式

土

日

月　山の日

火　

水　

木

金

土

日

月

火　

水　

木　

金　

土

日　

月

火　

水　

木

金

土

日　

月

ますだクリニック
松澤循環器科内科

☎23ｰ6611
☎25ｰ5858

こおり小児科
橋本内科クリニック

☎24ｰ5633
☎52ｰ0808

鎌 野 病 院
笹 岡 内 科

☎24ｰ6611
☎24ｰ3886

こばやし小児科
市立津島病院

☎23ｰ1150
☎32ｰ2011

友松外科･胃腸科
吉田内科泌尿器科医院

☎22ｰ0410
☎25ｰ1330

市立宇和島病院 小児科
町立北宇和病院

☎25ｰ1111
☎45ｰ3400

河野整形外科クリニック
わたなべハートクリニック

☎22ｰ1822
☎25ｰ1717

上田小児科･外科
溜尾整形外科

☎25ｰ0100
☎52ｰ3133

加藤整形外科
沖内科クリニック

☎22ｰ7111
☎25ｰ3335

こおり小児科
あ べ 医 院

☎24ｰ5633
☎32ｰ2616

小川クリニック
くきた内科クリニック

☎23ｰ3599
☎26ｰ2260

こばやし小児科
口羽外科胃腸科医院

☎23ｰ1150
☎32ｰ5000


